
 

 

 

 

 

 

身だしなみ規定見直しの生徒要望に対する回答について（資料提供） 

 

 

生徒会の組織である生徒協議会から身だしなみ規定の見直しについての提案書が、令和４

年８月３０日に校長に提出されました。この生徒提案は、生徒会が全校生徒へのアンケート

を行うなどして現行の身だしなみ規定の改定すべき点を精査し、７月の生徒協議会にて出席

議員の過半数の賛成をもって議決を得たことを踏まえ提案したものです。 

このたび、その提案書に対する回答を校長が生徒代表へ手渡しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日時  令和４年１１月７日（月） 午後０時３０分から午後０時４０分まで 

       

２ 場所  鳥取県立鳥取西高等学校 第１応接室 

〒６８０－００１１ 鳥取市東町２丁目１１２ 

電話（０８５７）２２－８２８１ 

 

３ 内容  （１）提案書に対する回答を校長が生徒代表へ渡します。 

（２）今回は、提案書の一部（今冬より導入できそうな内容）について回答し    

ますが、その他の内容についても今後も継続協議していくことも伝えます。 

       

４ その他  取材を希望される場合には、鳥取西高校まで事前に御連絡をお願いします。 

       

       

資 料 提 供 

令和４年１０月３１日 

実施校 

（担当者） 

鳥取県立鳥取西高等学校 

（教頭 廣坂） 

電 話 0857-22-8281 


